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確
定
申
告
会
場・受
付
期
間

と
き
／
２
月
17
日
㈪
～
３
月
16
日
㈪ 

午

前
９
時
～
午
後
５
時（
土
・
日
曜
日
と
祝

日
を
除
く
。
午
後
４
時
受
付
終
了
）

と
こ
ろ
／
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー「
歩ぽ

ぽ

ろ
歩
路
」 

多
目
的
ホ
ー
ル

※
会
場
に
は
駐
車
場
が
な
い
た
め
、市
役

所
駐
車
場
ま
た
は
公
共
交
通
機
関
な
ど

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
出
張
申
告
】

と
き・と
こ
ろ

◎
川
根
支
所
／
２
月
26
日
㈬・27
日
㈭

◎
金
谷
公
民
館
／
２
月
28
日
㈮

受
付
時
間
／
各
会
場
と
も
午
前
９
時
30
分

～
午
後
３
時（
27
日
の
み
正
午
ま
で
）

※
収
支
内
訳
書
を
必
要
と
す
る
所
得
や
譲

渡
所
得
の
あ
る
人
は
、歩
歩
路
会
場
で

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※
歩
歩
路
・
出
張
申
告
会
場
と
も
に
、混
雑

状
況
に
よ
り
、受
付
終
了
時
間
を
早
め

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
告
が
必
要
な
人

【
所
得
税
の
確
定
申
告
】

◉
事
業
・
不
動
産
・
譲
渡
な
ど
の
所
得
が
あ

り
、所
得
の
合
計
額
が
所
得
控
除
額
を

超
え
る
人

◉
給
与
収
入
が
２
０
０
０
万
円
を
超
え
る

人
。
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
を
得
て
い

る
人
。給
与
以
外
の
所
得
の
合
計
額
が
、

20
万
円
を
超
え
る
人
な
ど

※
公
的
年
金
の
収
入
額
が
４
０
０
万
円
以

下
で
、そ
れ
以
外
の
所
得
額
が
20
万
円

以
下
の
人
は
、確
定
申
告
は
不
要
で
す
。

た
だ
し
、還
付
を
受
け
る
た
め
に
は
確

定
申
告
が
必
要
で
す
。

【
市・県
民
税
の
申
告
】

▼
確
定
申
告
す
る
必
要
が
な
い
人
で
も
、

令
和
２
年
１
月
１
日
現
在
島
田
市
に
居
住

し
、次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
は
、

市・県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

◉
事
業
・
不
動
産
・
そ
の
他
の
収
入
が
あ
っ

た
が
、確
定
申
告
が
不
要
な
人

◉
社
会
保
険
料
控
除
や
医
療
費
控
除
な

ど
、各
種
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

◉
勤
務
先
か
ら「
給
与
支
払
報
告
書
」が
市

に
提
出
さ
れ
な
い
人

申
告
に
必
要
な
も
の

◉
印
鑑
、「
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
」ハ
ガ

キ
ま
た
は
申
告
書（
郵
送
さ
れ
た
人
）

◉
昨
年
の
確
定
申
告
書
の
控
え

◉
申
告
者
・
扶
養
親
族
な
ど
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
と
身

元
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
な
ど
）

◉
給
与
所
得
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
の
原
本

◉
収
支
内
訳
書
や
青
色
申
告
決
算
書
（
営

業・農
業・不
動
産
所
得
な
ど
）

◉
納
付
証
明
書（
国
民
健
康
保
険
税
、介
護
保

険
料
、後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
な
ど
）

◉
控
除
証
明
書（
国
民
年
金
保
険
料
、生
命

保
険
料
、地
震
保
険
料
な
ど
）

◉
医
療
費
控
除
に
は
、医
療
費
控
除
の
明

細
書
や
医
療
保
険
者
が
交
付
し
た
医
療

費
通
知
書（
医
療
費
の
領
収
書
で
も
可
）

※
国
保
高
額
療
養
費
該
当
者
は
、高
額
療
養

費
支
給
決
定
通
知
と
領
収
書
が
必
要（
先

に
国
保
年
金
課
か
各
支
所
へ
申
請
）。

　
問
国
保
年
金
課 

☎︎
３
６-

７
１
５
１

※
お
む
つ
代
医
療
費
控
除
（
６
カ
月
以
上

寝
た
き
り
の
人
）に
は
、主
治
医
が
発
行

す
る
証
明
書
が
必
要
（
２
年
目
以
降
は

長
寿
介
護
課
が
発
行
す
る
確
認
書
）。

◉
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
（
障
害
者

手
帳
を
持
た
な
い
65
歳
以
上
で
、６
カ

月
以
上
寝
た
き
り
ま
た
は
重
度
の
認
知

症
の
人
）

※
特
別
障
害
控
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　
問
長
寿
介
護
課 

☎︎
３
４-

３
２
９
４

◉
寄
付
金（
ふ
る
さ
と
納
税
な
ど
）の
領
収
書

◉
所
得
税
の
還
付
の
場
合
、預
金
口
座
番

号（
申
告
者
本
人
名
義
）の
分
か
る
も
の

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
に
つ
い
て
は
、17
ペ
ー
ジ

「
掲
示
板
」に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

【
確
定
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
】

▽
い
つ
で
も
申
告
書
が
作
成
で
き

る
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

:http://w
w

w
.keisan.nta.go.jp/

※
作
成
後
は
、印
刷
し
て
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。

【
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ（
イ
ー
タ
ッ
ク
ス
）】

▽
国
税
に
関
す
る
申
告
な
ど
の
各

種
手
続
き
を
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
で
行
え
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
が
あ
れ
ば
、

自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
申
告
で
き

ま
す
。
ま
た
、税
務
署
で
Ｉ
Ｄ
と
パ

ス
ワ
ー
ド
を
受
け
取
る
か
、マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
カ
ー
ド
読
み
取

り
対
応
の
機
種
が
あ
れ
ば
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
か
ら
も
申
告
で
き
ま
す
。

:http://w
w

w
.e-tax.nta.go.jp/

【
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
】

▽
申
告
に
関
す
る
相
談
が
で
き
ま

す
。
島
田
税
務
署
に
電
話
し
、音
声

案
内
に
従
っ
て
「
０
」
を
選
ぶ
と
相

談
セ
ン
タ
ー
に
つ
な
が
り
ま
す
。

開
設
期
間
／
３
月
16
日
㈪
ま
で 

午

前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

税
理
士
に
よ
る
無
料
税
務
相
談
所

な
ど
、そ
の
他
税
務
署
か
ら
の
お

知
ら
せ
は
、17
ペ
ー
ジ
「
掲
示
板
」

に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

申告に役立つホームページや相談窓口のご紹介

2月17日㈪〜3月16日㈪
※期間中の申告相談は、申告会場のみの受け付けとなります。

問島田税務署 ☎ 37-3121問課税課 ☎ 36-7140
市・県民税申告について 確定申告について

お早めに
確定申告


